
○東松山市訪問理美容サービス事業実施要綱 

平成２９年３月２２日 

決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、心身の障害等の理由により外出が困難な６５歳以上の在

宅の高齢者（以下「在宅高齢者」という。）に対し、理容師又は美容師が自

宅を訪問し、理容又は美容サービスを提供する東松山市訪問理美容サービス

事業（以下「事業」という。）を実施することにより、在宅高齢者の生活衛

生の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 事業の対象者は、市内に住所を有し、介護保険法（平成９年法律第１

２３号）に基づく認定の結果、要介護２以上と認定された在宅高齢者とする。

ただし、次に掲げる施設等に入所し、又は入居している者は、この要綱によ

る事業の対象者に含まないものとする。 

(1) 介護保険法第８条第２０項に規定する認知症対応型共同生活介護を提

供する施設 

(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５

条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅 

(3) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項に規定する有

料老人ホーム 

（事業の実施） 

第３条 事業は、第５条の規定によりサービスの利用の決定を受けた者（以下

「利用者」という。）の自宅を、第１１条第２項に規定する登録従事者が訪

問し、理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１条の２第１項に規定する

理容又は美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第２条第１項に規定する美

容を行うことにより実施するものとする。 

（申請の手続） 

第４条 事業を利用しようとする者は、東松山市訪問理美容サービス事業利用



申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（利用決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査した上で

可否を決定し、東松山市訪問理美容サービス事業利用決定・却下通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（利用券の交付等） 

第６条 市長は、利用者に対し、東松山市訪問理美容サービス事業利用券（様

式第３号。以下「利用券」という。）を交付するものとし、交付の枚数は、

申請日が属する月から当該年度の３月までの月数を３で除して得た数とする。

ただし、その数に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り上げて得た

数とする。 

２ 利用券は、１枚につき１回の事業に利用できるものとし、有効期限は、交

付の日の属する年度の末日とする。 

３ 利用券の再交付は行わないものとする。 

４ 利用者は、利用券を他の者に譲渡等をしてはならない。 

（費用負担） 

第７条 市は、登録従事者の訪問に要する費用として、１回につき２，０００

円を負担する。ただし、第１１条第２項に規定する登録事業者が、登録従事

者の訪問に要する費用の金額を設定している場合は、当該金額と２，０００

円を比較して少ない額を負担する。 

２ 登録従事者の訪問に要する費用以外の実費は、利用者の負担とし、登録従

事者に直接支払うものとする。 

（中止の手続） 

第８条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに東松山市訪

問理美容サービス事業利用中止届（様式第４号）を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 転出したとき。 

(2) 第２条に規定する要件に該当しなくなったとき。 



(3) 事業を受ける必要がなくなったとき。 

（従事者の資格） 

第９条 訪問による理容又は美容（以下「訪問理美容」という。）を行うこと

ができる従事者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 店舗を有する事業所に属していること。 

(2) 訪問による理容を行う場合にあっては理容師法に規定する理容師免許

を、訪問による美容を行う場合にあっては美容師法に規定する美容師免許

を有していること。 

（登録の申請） 

第１０条 訪問理美容を行おうとする事業者は、従事者の意向を踏まえ、東松

山市訪問理美容業務事業者及び従事者登録（新規・更新）申請書（様式第５

号）により市長に登録の申請をするものとする。 

（登録の通知等） 

第１１条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、その内容を

審査し、登録するか否かを決定し、その旨を東松山市訪問理美容業務事業者

及び従事者登録決定・却下通知書（様式第６号）により申請者に通知するも

のとする。 

２ 前項の規定により登録決定を受けた事業者（以下「登録事業者」という。）

及び従事者（以下「登録従事者」という。）の登録有効期限は、３年以内と

する。 

（登録の変更等） 

第１２条 登録事業者は、東松山市訪問理美容業務事業者及び従事者登録（新

規・更新）申請書に記載した事項の変更又は取消しの承認を受けようとする

ときは、東松山市訪問理美容業務事業者及び従事者登録（変更・取消）申出

書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する取消しの申出があった場合のほか、登録事業者が

次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができ

る。 



(1) 不正行為があったとき。 

(2) 市長が登録事業者として不適当と認めたとき。 

（費用の請求等） 

第１３条 第７条第１項の規定により市が負担すべき費用の請求は登録事業者

が行うものとする。 

２ 登録事業者は、前項の請求をするときは、訪問理美容を実施した日の属す

る月ごとに集計し、翌月１０日までに東松山市訪問理美容実施報告書兼請求

書（様式第８号）に利用券を添えて、市長に請求するものとする。ただし、

３月分の提出期限については、市長が別に定める。 

３ 市長は、前項の請求があったときは、その内容を照合して支払の額を確定

し、東松山市訪問理美容サービス事業支払額確定通知書（様式第９号）によ

り通知する。 

（登録事業者等の遵守事項） 

第１４条 登録従事者は、事業実施に当たっては東松山市訪問理美容業務登録

従事者証（様式第１０号）を携行し、提示しなければならない。 

２ 登録従事者は、その身分を失ったときは、東松山市訪問理美容業務登録従

事者証を直ちに市長に返還しなければならない。 

３ 登録事業者及び登録従事者は、事業実施に際しては、関係法令及び出張理

容・出張美容に関する衛生管理要領（平成１９年１０月４日付け健発第１０

０４００２号厚生労働省健康局長通知）に十分留意し、事業の中で生じた事

故等について一切の責任を負うものとする。 

４ 登録事業者及び登録従事者は、その事業実施において、訪問家庭に関して

知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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